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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影装置を用いて撮影された管腔を有する被検体の内部を示す三次元データに基づいて
、前記管腔の内部を疑似的な三次元画像で可視化するための仮想内視鏡画像をボリューム
レンダリング法により生成する仮想内視鏡画像生成手段と、
　前記仮想内視鏡画像生成手段に対して、前記ボリュームレンダリングで用いられる、前
記三次元データの画素値と不透明度との関係を定義するオパシティーカーブを設定するオ
パシティーカーブ設定手段と、
　前記仮想内視鏡画像生成手段に対して前記仮想内視鏡画像の視点位置を設定する視点位
置設定手段と、
　前記視点位置設定手段が設定した視点位置に対して、基準となる視点位置でのオパシテ
ィーカーブに対する前記オパシティーカーブの移動量を決定する移動量決定手段とを備え
、
　前記オパシティーカーブ設定手段が、前記仮想内視鏡画像生成手段が前記視点位置設定
手段で設定された視点位置の仮想内視鏡画像を生成する際に、前記基準となる視点位置で
のオパシティーカーブを前記移動量決定手段で決定された移動量だけ移動させたオパシテ
ィーカーブを前記仮想内視鏡画像生成手段に対して設定するものであることを特徴とする
投影画像生成装置。
【請求項２】
　前記オパシティーカーブ設定手段が、前記基準となる視点位置でのオパシティーカーブ



(2) JP 5551955 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

で定義される画素値と不透明度との関係を、画素値方向に前記決定された移動量だけ平行
移動させるものであることを特徴とする請求項１に記載の投影画像生成装置。
【請求項３】
　画素値を変数ｖとし、前記基準となる視点位置でのオパシティーカーブをＯＤ（ｖ）と
し、前記移動量決定手段が決定した移動量をｍとしたとき、前記オパシティーカーブ設定
手段が、Ｏ（ｖ）＝ＯＤ（ｖ－ｍ）で表わされるオパシティーカーブを前記仮想内視鏡画
像生成手段に対して設定するものであることを特徴とする請求項１又は２に記載の投影画
像生成装置。
【請求項４】
　前記基準となる視点位置が、所定の初期視点位置であることを特徴とする請求項１から
３何れかに記載の投影画像生成装置。
【請求項５】
　前記基準となる視点位置が、前記視点位置設定手段が視点位置を変更したときの変更前
の視点位置であることを特徴とする請求項１から３何れかに記載の投影画像生成装置。
【請求項６】
　前記移動量決定手段が、前記基準となる視点位置の周辺領域における前記三次元データ
のデータ分布と前記位置設定手段が設定した視点位置の周辺領域における前記三次元デー
タのデータ分布とに基づいて前記移動量を決定するものであることを特徴とする請求項１
から５何れかに記載の投影画像生成装置。
【請求項７】
　前記移動量決定手段が、前記基準となる視点位置の周辺領域における前記三次元データ
のデータ分布を表すヒストグラムと、前記視点位置設定手段が設定した視点位置の周辺領
域における前記三次元データのデータ分布を表すヒストグラムとのマッチングを行い、前
記移動量を決定するものであることを特徴とする請求項１から６何れかに記載の投影画像
生成装置。
【請求項８】
　前記移動量決定手段が、前記基準となる視点位置の周辺領域における前記三次元データ
の画素値のヒストグラムを画素値を変数ｖとしてＨＤ（ｖ）とし、前記視点位置設定手段
が設定した視点位置の周辺領域における前記三次元データの画素値のヒストグラムを画素
値を変数ｖとしてＨｎ（ｖ）としたとき、ＨＤ（ｖ－ｘ）で表わされるヒストグラムとヒ
ストグラムＨｎ（ｖ）との類似度をｘの値を変化させつつ計算し、類似度が最大となると
きのｘの値を前記移動量として決定するものであることを特徴とする請求項７に記載の投
影画像生成装置。
【請求項９】
　前記移動量決定手段が、前記基準となる視点位置の周辺領域における前記三次元データ
の画素値のヒストグラムを画素値を変数ｖとしてＨＤ（ｖ）とし、前記視点位置設定手段
が設定した視点位置の周辺領域における前記三次元データの画素値のヒストグラムを画素
値を変数ｖとしてＨｎ（ｖ）とし、Ｐ（Ｈ（ｖ））をヒストグラムＨ（ｖ）中のピーク位
置を求める関数としたとき、ｘ＝Ｐ（ＨＤ（ｖ））－Ｐ（Ｈｎ（Ｖ））で求まるｘの値を
前記移動量として決定するものであることを特徴とする請求項７に記載の投影画像生成装
置。
【請求項１０】
　前記管腔内に１以上の制御点を設定し、該制御点に対して前記初期視点位置でのオパシ
ティーカーブを画素値方向に平行移動することでオパシティーカーブを設定し、前記制御
点の管腔内での位置と初期視点位置でのオパシティーカーブからの移動量とを対応付けて
制御点情報として記憶する制御点設定手段を更に備え、
　前記移動量決定手段が、前記視点位置設定手段が設定した視点位置の管腔内での位置と
、前記制御点情報に含まれる前記制御点の管腔内での位置及び前記初期視点位置でのオパ
シティーカーブからの移動量とに基づいて、前記位置設定手段が設定した視点位置におけ
る初期視点位置でのオパシティーカーブからの移動量の推定値を求め、該推定値を移動量
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として決定するものであることを特徴とする請求項４に記載の投影画像生成装置。
【請求項１１】
　前記管腔内にパスを設定するパス設定手段を更に備え、前記制御点及び視点位置の前記
管腔内での位置が前記パスの始点からの距離で表わされるものであることを特徴とする請
求項１０に記載の投影画像生成装置。
【請求項１２】
　前記制御点設定手段が２以上の制御点を設定し、
　前記移動量決定手段が、前記視点位置設定手段が設定した視点位置の管腔での位置が２
つの制御点の間に位置するとき、少なくとも前記２つの制御点のそれぞれにおける移動量
に基づいて、前記視点位置設定手段が設定した視点位置における移動量の推定値を補間に
より求めるものであることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の投影画像生成装置。
【請求項１３】
　前記移動量決定手段が、前記２つの制御点を含む前記視点位置設定手段が設定した視点
位置の前後４点の制御点における移動量に基づいて、スプライン補間により前記移動量の
推定値を求めるものであることを特徴とする請求項１２に記載の投影画像生成装置。
【請求項１４】
　前記ボリュームレンダリングで用いられる、前記三次元データの画素値と表示色との関
係を定義するカラーマップを前記仮想内視鏡画像生成手段に対して設定するカラーマップ
設定手段を更に備え、
　前記カラーマップ設定手段が、前記仮想内視鏡画像生成手段が前記視点位置設定手段で
設定された視点位置の仮想内視鏡画像を生成する際に、前記基準となる視点位置でのカラ
ーマップを前記移動量決定手段で決定された移動量だけ移動させたカラーマップを前記仮
想内視鏡画像生成手段に対して設定するものであることを特徴とする請求項１から１３何
れかに記載の投影画像生成装置。
【請求項１５】
　前記カラーマップ設定手段が、前記基準となる視点位置でのカラーマップで定義される
画素値と表示色との関係を、画素値方向に前記決定された移動量だけ平行移動させるもの
であることを特徴とする請求項１４に記載の投影画像生成装置。
【請求項１６】
　画素値を変数ｖとし、前記基準となる視点位置でのカラーマップをＣｌｒＭａｐＤ（ｖ
）とし、前記移動量決定手段が決定した移動量をｍとしたとき、前記カラーマップ設定手
段が、ＣｌｒＭａｐ（ｖ）＝ＣｌｒＭａｐＤ（ｖ－ｍ）で表わされるカラーマップを前記
仮想内視鏡画像生成手段に対して設定するものであることを特徴とする請求項１４又は１
５に記載の投影画像生成装置。
【請求項１７】
　撮影装置を用いて撮影された管腔を有する被検体の内部を示す三次元データに基づいて
、前記管腔の内部を疑似的な三次元画像で可視化するための仮想内視鏡画像をボリューム
レンダリング法により生成する方法において、
　前記ボリュームレンダリングで用いる、前記三次元データの画素値と不透明度との関係
を定義するオパシティーカーブを、基準となる視点位置でのオパシティーカーブから移動
させ、該移動させたオパシティーカーブを用いて前記仮想内視鏡画像を生成することを特
徴とする投影画像生成方法。
【請求項１８】
　前記オパシティーカーブの移動を、生成すべき仮想内視鏡画像の視点位置に対して、前
記基準となる視点位置でのオパシティーカーブに対する移動量を決定し、前記決定した移
動量だけ前記オパシティーカーブを移動させることにより行うことを特徴とする請求項１
７に記載の投影画像生成方法。
【請求項１９】
　前記オパシティーカーブの移動を、前記基準となる視点位置でのオパシティーカーブで
定義される画素値と不透明度との関係を、画素値方向に前記決定された移動量だけ平行移
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動させることにより行うことを特徴とする請求項１８に記載の投影画像生成方法。
【請求項２０】
　前記オパシティーカーブの移動量の決定を、前記基準となる視点位置の周辺領域におけ
る前記三次元データのデータ分布と生成すべき仮想内視鏡画像の視点位置の周辺領域にお
ける前記三次元データのデータ分布とに基づいて行うことを特徴とする請求項１８又は１
９に記載の投影画像生成方法。
【請求項２１】
　前記仮想内視鏡画像の生成に先立って、更に、前記管腔内に１以上の制御点を設定し、
該制御点に対して前記オパシティーカーブの移動量を設定し、前記制御点の管腔内での位
置と前記オパシティーカーブの移動量とを対応付けて制御点情報として記憶し、
　前記オパシティーカーブの移動量の決定を、生成すべき仮想内視鏡画像の視点位置の管
腔内での位置と、前記制御点情報に含まれる前記制御点の管腔内での位置及び前記オパシ
ティーカーブの移動量とに基づいて、生成すべき仮想内視鏡画像の視点位置におけるオパ
シティーカーブの移動量の推定値を求め、該推定値を移動量として決定することにより行
うことを特徴とする請求項１８又は１９に記載の投影画像生成方法。
【請求項２２】
　撮影装置を用いて撮影された管腔を有する被検体の内部を示す三次元データに基づいて
、前記管腔の内部を疑似的な三次元画像で可視化するための仮想内視鏡画像をボリューム
レンダリング法により生成するステップをコンピュータに実行させるプログラムであって
、
　前記ボリュームレンダリングで用いる、前記三次元データの画素値と不透明度との関係
を定義するオパシティーカーブを、基準となる視点位置でのオパシティーカーブから移動
させ、該移動させたオパシティーカーブを前記仮想内視鏡画像を生成する際に用いるオパ
シティーカーブとして設定するステップをコンピュータに実行させることを特徴とするプ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投影画像生成装置、方法、及びプログラムに関し、更に詳しくは、被検体の
内部を示す三次元画像データから管腔の内部を疑似的な三次元画像で可視化する仮想内視
鏡画像を生成する投影画像生成装置、方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、撮影装置（モダリティ）の進歩に伴い、撮影装置で撮影された画像データの分解
能が向上しており、画像データに基づいて被検体の詳細な解析が可能になっている。例え
ば、マルチスライスＣＴ（Multi Detector-row Computed Tomography）は、一度に複数枚
の断層画像を撮影することが可能であり、薄いスライス厚で断層画像を撮影することが可
能である。スライス厚が薄くなることで、複数の断層画像を積層した三次元データの体軸
方向の分解能が上がり、より詳細な三次元データを得ることができる。そのような三次元
データを表示し解析することで、これまで見つけることが困難であった病変などを見つけ
ることも可能になっている。
【０００３】
　三次元データは、そのまま人間が観察するには不向きである。このため、三次元データ
は、通常、任意の視点からの疑似的な三次元画像に変換された上で表示される。三次元デ
ータの分解能の向上に伴って質の高い三次元画像の生成が可能になっており、三次元画像
表示の応用技術として仮想内視鏡画像表示法が提案されている。仮想内視鏡表示法とは、
管腔の内部に視点を設定し、その視点に基づいて透視投影画像を生成し表示する方法であ
る。仮想内視鏡表示では、ユーザが逐次的に視点を変更することで、あたかも内視鏡のカ
メラが身体内部を移動しながら撮影したような画像を提供することが可能である。
【０００４】
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　仮想内視鏡表示では、管腔構造の器官、例えば大腸や気管支、血管、消化器官などの内
壁を表示（可視化）する。特に大腸の観察においては、実内視鏡検査の代わりに仮想内視
鏡表示を用いた検査が行われるようになっている。また、気管支の観察においては、実際
の気管支鏡検査前の事前シミュレーションや検査中のナビゲーションとして、気管支の分
岐構造を仮想内視鏡表示や画像の断面表示などを用いて把握することが行われている。
【０００５】
　仮想内視鏡画像の生成手法としては、サーフェスレンダリング法やボリュームレンダリ
ング法が知られている。サーフェスレンダリング法は、管腔を抽出し表面モデルを構築す
ることで可視化を行う手法である。ボリュームレンダリング法は、三次元データに対して
不透明度や色度を割り当て、レイキャスティングを行うことで可視化を行う手法である。
何れの表示法においても、管腔の内部に視点を設定し、可視化処理を行うことで仮想的な
内視鏡画像を得ることができる。
【０００６】
　ボリュームレンダリング法による可視化では、観察したい構造を決定するために三次元
データに対して適切な不透明度や色度を割り当てることが必要である。仮想内視鏡表示に
おいては、視点がおかれる内腔部分に透明な不透明度を、内壁に該当する部分に不透明な
不透明度を設定することで、仮想的な内視鏡画像を生成している。一般的には、三次元デ
ータを構成する画素値（ボクセル値）に対して不透明度と色度とを設定することが多く、
それぞれオパシティーカーブ、カラーマップなどと呼ばれて設定されている。これらは、
多くの場合、利用者によって主観的に手動で設定されるパラメータであるが、画素値の分
布や１次微分・２次微分の値も組み合わせることで自動的にオパシティーを設定する手法
も提案されている。
【０００７】
　特許文献１は、複数のオパシティーカーブを切り替えて使用することが記載された文献
である。特許文献１では、２つのオパシティーカーブを切り替えて使用する。第１のオパ
シティーカーブは血管内が不透明で表示されるオパシティーカーブであり、第２のオパシ
ティーカーブは血管外が不透明で表示されるオパシティーカーブである。第１のオパシテ
ィーカーブは視点が血管外にあるときに適用され、第２のオパシティーカーブは視点が血
管内にあるときに適用される。特許文献１には、視点位置周辺の画素値の加重平均をとり
、２つのオパシティーカーブのうち、平均画素値での不透明度が低い方のオパシティーカ
ーブを用いることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２８３３７３号公報（段落０１２７～０１３１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ここで、観察対象の管腔器官が大腸などの構造が大きい器官であれば、空気領域として
の内腔部分の画素値はほぼ一定となるため、管腔のどの位置に視点があっても同一の不透
明度設定で内壁部分を観察することができる。しかし、気管支や血管などでは、管腔の構
造として末端にいくほど徐々に細くなり、管腔の根元の部分と末端の部分とでは画素値が
大きく異なる。このため、根元の部分と末端の部分とで同一の不透明度設定を用いて仮想
内視鏡画像を生成すると、根元の部分では管腔の内壁を表示できても、末端の部分では内
壁を表示することができなくなる。
【００１０】
　特許文献１では、２つのオパシティーカーブを使い分けている。しかしながら特許文献
１では、２つのオパシティーカーブを視点が血管内にあるか否かに応じて使い分けている
のみである。特許文献１の段落０１３１には、血管の観察部位に依存してオパシティーカ
ーブの微調整が必要であることが述べられており、特許文献１は、上記の問題点を何ら解
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消するものではない。
【００１１】
　本発明は、上記従来技術の問題点を解消し、仮想内視鏡画像の生成で視点位置が変わっ
たときでも管腔の内部を可視化可能な投影画像生成装置、方法、及びプログラムを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記目的を達成するために、撮影装置を用いて撮影された管腔を有する被検
体の内部を示す三次元データに基づいて、前記管腔の内部を疑似的な三次元画像で可視化
するための仮想内視鏡画像をボリュームレンダリング法により生成する仮想内視鏡画像生
成手段と、前記仮想内視鏡画像生成手段に対して、前記ボリュームレンダリングで用いら
れる、前記三次元データの画素値と不透明度との関係を定義するオパシティーカーブを設
定するオパシティーカーブ設定手段と、前記仮想内視鏡画像生成手段に対して前記仮想内
視鏡画像の視点位置を設定する視点位置設定手段と、前記視点位置設定手段が設定した視
点位置に対して、基準となる視点位置でのオパシティーカーブに対する前記オパシティー
カーブの移動量を決定する移動量決定手段とを備え、前記オパシティーカーブ設定手段が
、前記仮想内視鏡画像生成手段が前記視点位置設定手段で設定された視点位置の仮想内視
鏡画像を生成する際に、前記基準となる視点位置でのオパシティーカーブを前記移動量決
定手段で決定された移動量だけ移動させたオパシティーカーブを前記仮想内視鏡画像生成
手段に対して設定するものであることを特徴とする投影画像生成装置を提供する。
【００１３】
　本発明の投影画像生成装置は、前記オパシティーカーブ設定手段が、前記基準となる視
点位置でのオパシティーカーブで定義される画素値と不透明度との関係を、画素値方向に
前記決定された移動量だけ平行移動させるものである構成を採用できる。
【００１４】
　本発明の投影画像生成装置は、画素値を変数ｖとし、前記基準となる視点位置でのオパ
シティーカーブをＯＤ（ｖ）とし、前記移動量決定手段が決定した移動量をｍとしたとき
、前記オパシティーカーブ設定手段が、Ｏ（ｖ）＝ＯＤ（ｖ－ｍ）で表わされるオパシテ
ィーカーブを前記仮想内視鏡画像生成手段に対して設定するものである構成とすることが
できる。
【００１５】
　本発明の投影画像生成装置では、前記基準となる視点位置を、所定の初期視点位置とす
ることができる。或いは、前記基準となる視点位置は、前記視点位置設定手段が視点位置
を変更したときの変更前の視点位置としてもよい。
【００１６】
　本発明の投影画像生成装置では、前記移動量決定手段が、前記基準となる視点位置の周
辺領域における前記三次元データのデータ分布と前記位置設定手段が設定した視点位置の
周辺領域における前記三次元データのデータ分布とに基づいて前記移動量を決定する構成
を採用することができる。
【００１７】
　本発明の投影画像生成装置では、前記移動量決定手段が、前記基準となる視点位置の周
辺領域における前記三次元データのデータ分布を表すヒストグラムと、前記視点位置設定
手段が設定した視点位置の周辺領域における前記三次元データのデータ分布を表すヒスト
グラムとのマッチングを行い、前記移動量を決定する構成を採用できる。
【００１８】
　本発明の投影画像生成装置は、前記移動量決定手段が、前記基準となる視点位置の周辺
領域における前記三次元データの画素値のヒストグラムを画素値を変数ｖとしてＨＤ（ｖ
）とし、前記視点位置設定手段が設定した視点位置の周辺領域における前記三次元データ
の画素値のヒストグラムを画素値を変数ｖとしてＨｎ（ｖ）としたとき、ＨＤ（ｖ－ｘ）
で表わされるヒストグラムとヒストグラムＨｎ（ｖ）との類似度をｘの値を変化させつつ
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計算し、類似度が最大となるときのｘの値を前記移動量として決定する構成とすることが
できる。
【００１９】
　或いは、前記移動量決定手段が、前記基準となる視点位置の周辺領域における前記三次
元データの画素値のヒストグラムを画素値を変数ｖとしてＨＤ（ｖ）とし、前記視点位置
設定手段が設定した視点位置の周辺領域における前記三次元データの画素値のヒストグラ
ムを画素値を変数ｖとしてＨｎ（ｖ）とし、Ｐ（Ｈ（ｖ））をヒストグラムＨ（ｖ）中の
ピーク位置を求める関数としたとき、ｘ＝Ｐ（ＨＤ（ｖ））－Ｐ（Ｈｎ（Ｖ））で求まる
ｘの値を前記移動量として決定する構成としてもよい。
【００２０】
　本発明の投影画像生成装置は、前記管腔内に１以上の制御点を設定し、該制御点に対し
て前記初期視点位置でのオパシティーカーブを画素値方向に平行移動することでオパシテ
ィーカーブを設定し、前記制御点の管腔内での位置と初期視点位置でのオパシティーカー
ブからの移動量とを対応付けて制御点情報として記憶する制御点設定手段を更に備え、前
記移動量決定手段が、前記視点位置設定手段が設定した視点位置の管腔内での位置と、前
記制御点情報に含まれる前記制御点の管腔内での位置及び前記初期視点位置でのオパシテ
ィーカーブからの移動量とに基づいて、前記位置設定手段が設定した視点位置における初
期視点位置でのオパシティーカーブからの移動量の推定値を求め、該推定値を移動量とし
て決定する構成を採用することができる。
【００２１】
　本発明の投影画像生成装置は、前記管腔内にパスを設定するパス設定手段を更に備え、
前記制御点及び視点位置の前記管腔内での位置が前記パスの始点からの距離で表わされる
構成としてもよい。
【００２２】
　本発明の投影画像生成装置では、前記制御点設定手段が２以上の制御点を設定し、前記
移動量決定手段が、前記視点位置設定手段が設定した視点位置の管腔での位置が２つの制
御点の間に位置するとき、少なくとも前記２つの制御点のそれぞれにおける移動量に基づ
いて、前記視点位置設定手段が設定した視点位置における移動量の推定値を補間により求
める構成を採用できる。
【００２３】
　本発明の投影画像生成装置では、前記移動量決定手段が、前記２つの制御点を含む前記
視点位置設定手段が設定した視点位置の前後４点の制御点における移動量に基づいて、ス
プライン補間により前記移動量の推定値を求める構成を採用できる。
【００２４】
　本発明の投影画像生成装置は、前記ボリュームレンダリングで用いられる、前記三次元
データの画素値と表示色との関係を定義するカラーマップを前記仮想内視鏡画像生成手段
に対して設定するカラーマップ設定手段を更に備え、前記カラーマップ設定手段が、前記
仮想内視鏡画像生成手段が前記視点位置設定手段で設定された視点位置の仮想内視鏡画像
を生成する際に、前記基準となる視点位置でのカラーマップを前記移動量決定手段で決定
された移動量だけ移動させたカラーマップを前記仮想内視鏡画像生成手段に対して設定す
る構成を採用することができる。
【００２５】
　本発明の投影画像生成装置では、前記カラーマップ設定手段が、前記基準となる視点位
置でのカラーマップで定義される画素値と表示色との関係を、画素値方向に前記決定され
た移動量だけ平行移動させる構成とすることができる。
【００２６】
　本発明の投影画像生成装置では、画素値を変数ｖとし、前記基準となる視点位置でのカ
ラーマップをＣｌｒＭａｐＤ（ｖ）とし、前記移動量決定手段が決定した移動量をｍとし
たとき、前記カラーマップ設定手段が、ＣｌｒＭａｐ（ｖ）＝ＣｌｒＭａｐＤ（ｖ－ｍ）
で表わされるカラーマップを前記仮想内視鏡画像生成手段に対して設定してもよい。
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【００２７】
　本発明は、撮影装置を用いて撮影された管腔を有する被検体の内部を示す三次元データ
に基づいて、前記管腔の内部を疑似的な三次元画像で可視化するための仮想内視鏡画像を
ボリュームレンダリング法により生成する方法において、前記ボリュームレンダリングで
用いる、前記三次元データの画素値と不透明度との関係を定義するオパシティーカーブを
、基準となる視点位置でのオパシティーカーブから移動させ、該移動させたオパシティー
カーブを用いて前記仮想内視鏡画像を生成することを特徴とする投影画像生成方法を提供
する。
【００２８】
　本発明の投影画像生成方法では、前記オパシティーカーブの移動を、生成すべき仮想内
視鏡画像の視点位置に対して、前記基準となる視点位置でのオパシティーカーブに対する
移動量を決定し、前記決定した移動量だけ前記オパシティーカーブを移動させることによ
り行うことができる。
【００２９】
　本発明の投影画像生成方法では、前記オパシティーカーブの移動を、前記基準となる視
点位置でのオパシティーカーブで定義される画素値と不透明度との関係を、画素値方向に
前記決定された移動量だけ平行移動させることにより行ってもよい。
【００３０】
　本発明の投影画像生成方法では、前記オパシティーカーブの移動量の決定を、前記基準
となる視点位置の周辺領域における前記三次元データのデータ分布と生成すべき仮想内視
鏡画像の視点位置の周辺領域における前記三次元データのデータ分布とに基づいて行うこ
ととすることができる。
【００３１】
　本発明の投影画像生成方法は、前記仮想内視鏡画像の生成に先立って、更に、前記管腔
内に１以上の制御点を設定し、該制御点に対して前記オパシティーカーブの移動量を設定
し、前記制御点の管腔内での位置と前記オパシティーカーブの移動量とを対応付けて制御
点情報として記憶し、前記オパシティーカーブの移動量の決定を、生成すべき仮想内視鏡
画像の視点位置の管腔内での位置と、前記制御点情報に含まれる前記制御点の管腔内での
位置及び前記オパシティーカーブの移動量とに基づいて、生成すべき仮想内視鏡画像の視
点位置におけるオパシティーカーブの移動量の推定値を求め、該推定値を移動量として決
定することにより行うこととしてもよい。
【００３２】
　本発明は、撮影装置を用いて撮影された管腔を有する被検体の内部を示す三次元データ
に基づいて、前記管腔の内部を疑似的な三次元画像で可視化するための仮想内視鏡画像を
ボリュームレンダリング法により生成するステップをコンピュータに実行させるプログラ
ムであって、前記ボリュームレンダリングで用いる、前記三次元データの画素値と不透明
度との関係を定義するオパシティーカーブを、基準となる視点位置でのオパシティーカー
ブから移動させ、該移動させたオパシティーカーブを前記仮想内視鏡画像を生成する際に
用いるオパシティーカーブとして設定するステップをコンピュータに実行させることを特
徴とするプログラムを提供する。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明では、オパシティーカーブを基準となる視点位置でのオパシティーカーブから移
動させ、その移動させたオパシティーカーブを用いて、ボリュームレンダリング法により
仮想内視鏡画像を生成する。本発明では、ある視点位置で仮想内視鏡画像を生成する際に
、基準となる視点位置で仮想内視鏡画像の生成に用いられるオパシティーカーブを移動し
たオパシティーカーブを用いる。このようにすることで、オパシティーカーブで定義され
る画素値と不透明度との関係を視点位置に応じて変化させることができ、視点位置が変わ
ったときでも管腔の内部を可視化することが可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００３４】
【図１】本発明の第１実施形態の投影画像生成装置を示すブロック図。
【図２】投影画像生成装置の動作手順を示すフローチャート。
【図３】ある臓器を疑似的な三次元画像で可視化した図。
【図４】視点位置Ａの周辺領域の画素値の分布を示すヒストグラム。
【図５】視点位置Ａで設定したオパシティーカーブを示すグラフ。
【図６】視点位置Ａでの仮想内視鏡画像を示す図。
【図７】視点位置Ｂの周辺領域の画素値の分布を示すヒストグラム。
【図８】視点位置Ｂでのオパシティーカーブを示すグラフ。
【図９】視点位置Ｂでの仮想内視鏡画像を示す図。
【図１０Ａ】大腸における視点位置を示す図。
【図１０Ｂ】視点位置の周辺領域の画素値の分布を示すヒストグラム。
【図１０Ｃ】大腸内部の仮想内視鏡画像を示す図。
【図１１Ａ】大腸における別の視点位置を示す図。
【図１１Ｂ】視点位置の周辺領域の画素値の分布を示すヒストグラム。
【図１１Ｃ】大腸の仮想内視鏡画像を示す図。
【図１２】仮想内視鏡画像の生成に用いたオパシティーカーブを示すグラフ。
【図１３】視点位置Ｂでの仮想内視鏡画像の別の例を示す図。
【図１４】本発明の第２実施形態の投影画像生成装置を示すブロック図。
【図１５】第２実施形態の投影画像生成装置の動作手順を示すブロック図。
【図１６】移動量の線形補間を示す図。
【図１７】本発明の第３実施形態の投影画像生成装置を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、図面を参照し、本発明の実施の形態を詳細に説明する。図１は、本発明の第１実
施形態の投影画像生成装置を示している。投影画像生成装置１０は、入力手段１１、仮想
内視鏡画像生成手段１２、オパシティーカーブ設定手段１３、視点位置設定手段１４、移
動量決定手段１５、及び出力手段１６を備える。投影画像生成装置１０は、例えばサーバ
装置やワークステーションなどのコンピュータシステムで構成される。投影画像生成装置
１０内の各部の機能は、コンピュータシステムが所定のプログラムに従って処理を実行す
ることで実現可能である。
【００３６】
　入力手段１１は、三次元データを入力する。三次元データは、医用画像診断装置（撮影
装置）を用いて撮影された被検体の内部を示す三次元の画像データである。三次元データ
の撮影に用いる撮影装置は、典型的にはＸ線ＣＴ装置であり、三次元データは、典型的に
は所定スライス厚でスライスされた被検体の断層画像を複数枚積層した三次元の画像デー
タである。被検体は、内部に管腔を有している。入力手段１１は、投影画像生成装置１０
に内蔵された、或いは投影画像生成装置１０に接続されたハードディスクドライブなどの
記憶装置（図示せず）に三次元データを記憶する。
【００３７】
　仮想内視鏡画像生成手段１２は、三次元データに基づいて仮想内視鏡画像を生成する。
仮想内視鏡画像は、被検体内の管腔の内部を疑似的な三次元画像で可視化するための画像
である。仮想内視鏡画像生成手段１２は、例えば、気管支や血管、消化器官などの内部を
疑似的な三次元画像で可視化する仮想内視鏡画像を生成する。仮想内視鏡画像生成手段１
２は、ボリュームレンダリング法を用いて仮想内視鏡画像を生成する。
【００３８】
　出力手段１６は、仮想内視鏡画像を表示装置２１に出力する。表示装置２１は、例えば
液晶ディスプレイである。表示装置２１は、仮想内視鏡画像やその他各種情報などを表示
する。ユーザは、表示装置２１の表示画面上に表示された仮想内視鏡画像を観察すること
で、例えば気管支、血管、消化器官などの管腔構造の器官を診断する。
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【００３９】
　オパシティーカーブ設定手段１３は、ボリュームレンダリング法で仮想内視鏡画像を生
成する際に用いられる不透明度設定（オパシティーカーブ）を設定する。オパシティーカ
ーブは、三次元データの画素値と不透明度との関係を定義する。オパシティーカーブは、
三次元データの画素値を変数とする関数として表すことができる。視点位置設定手段１４
は、仮想内視鏡画像生成手段１２に対して仮想内視鏡画像の視点位置を設定する。仮想内
視鏡画像生成手段１２は、視点位置設定手段１４が設定した視点位置から見た仮想内視鏡
画像を、オパシティーカーブ設定手段１３が設定したオパシティーカーブを用いて生成す
る。
【００４０】
　オパシティーカーブ設定手段１３は、仮想内視鏡画像生成手段１２が初期視点位置で仮
想内視鏡画像を生成する際には、任意の方法でオパシティーカーブを設定する。例えばオ
パシティーカーブ設定手段１３は、三次元データを参照して初期視点周辺のデータ（画素
値）の分布を調べ、その分布に基づいて内腔と内壁とを分ける境界となる画素値を求めて
オパシティーカーブを設定する。或いは、オパシティーカーブ設定手段１３は、オペレー
タが手動で設定した不透明度設定を、初期視点位置におけるオパシティーカーブとして設
定してもよい。初期視点位置は、例えば管腔に従ってパスを設定し、パスの経路上で視点
位置を動かして仮想内視鏡画像を生成するときのパスの始点位置とすることができる。
【００４１】
　ここで、画素値の変化に対して不透明度が「０」から「０」以外の値に変化する点、又
は不透明度が「１」から「１」以外の値に変化する点をオパシティーカーブの変化点と定
義する。オパシティーカーブは、１つ以上の変化点を含む。オパシティーカーブは、変化
点を境に不透明度「０」から不透明度「１」にステップ状に変化してもよい。或いは、画
素値の増加又は減少に対して、変化点から所定の傾きで変化してもよい。
【００４２】
　移動量決定手段１５は、視点位置設定手段１４が設定した視点位置に対して、基準とな
る視点位置でのオパシティーカーブ対する移動量を決定する。基準となる視点位置は、例
えば視点位置設定手段１４が視点位置を変更したときの変更前の視点位置とすることがで
きる。移動量決定手段１５は、例えば視点位置設定手段１４が視点位置を変更するたびに
、変更前の視点位置におけるオパシティーカーブの変化点に対する変更後の視点位置にお
けるオパシティーカーブの変化点の移動量を決定する。移動量決定手段１５は、例えば三
次元データ中の移動前の視点位置の周辺領域のデータ分布と移動後の視点位置の周辺領域
のデータ分布とに基づいて移動量を決定する。
【００４３】
　オパシティーカーブ設定手段１３は、仮想内視鏡画像生成手段１２が視点位置設定手段
１４で設定された視点位置の仮想内視鏡画像を生成する際に、基準となる視点位置でのオ
パシティーカーブを移動量決定手段１５で決定された移動量だけ移動させたオパシティー
カーブを仮想内視鏡画像生成手段１２に対して設定する。オパシティーカーブ設定手段１
３は、例えば視点位置設定手段１４が視点位置を変更するたびに、移動量決定手段１５か
ら移動量を受け取る。オパシティーカーブ設定手段１３は、移動量を受け取ると、変更前
の視点位置で仮想内視鏡画像の生成に用いられたオパシティーカーブを基準に移動量だけ
移動させたオパシティーカーブを、仮想内視鏡画像生成手段１２に対して設定する。
【００４４】
　オパシティーカーブ設定手段１３は、基準となる視点位置でのオパシティーカーブで定
義される画素値と不透明度との関係を、移動量決定手段１５で決定された移動量だけ画素
値方向に平行移動させるものとする。つまりオパシティーカーブ設定手段１３は、画素値
を変数ｖとし、基準となる視点位置でのオパシティーカーブをＯＤ（ｖ）とし、移動量決
定手段１５が決定した移動量をｍとしたとき、Ｏ（ｖ）＝ＯＤ（ｖ－ｍ）で表わされるオ
パシティーカーブを移動後のオパシティーカーブとして仮想内視鏡画像生成手段１２に対
して設定する。
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【００４５】
　基準となる視点位置を、視点位置変更前の視点位置とする場合、変更後の視点位置がｎ
番目（ｎは１以上の整数）の視点位置であるとすれば、基準となる視点位置はｎ－１番目
の視点位置となる。ｎ＝１の場合は、初期視点位置を変更前の視点位置（０番目の視点位
置）とすればよい。この場合、視点位置変更後、すなわちｎ番目の視点位置でのオパシテ
ィーカーブＯｎ（ｖ）は、ｎ－１番目の視点位置でのオパシティーカーブＯｎ－１（ｖ）
を用いて、Ｏｎ（ｖ）＝Ｏｎ－１（ｖ－ｍ）で表わすことができる。
【００４６】
　図２は、動作手順を示している。視点位置設定手段１４は、初期視点位置を仮想内視鏡
画像の視点位置として設定する（ステップＡ１）。オパシティーカーブ設定手段１３は、
初期視点位置に対するオパシティーカーブを設定する（ステップＡ２）。オパシティーカ
ーブ設定手段１３は、例えば三次元データを参照して初期視点位置として設定された座標
位置の周辺領域の画素値の分布を調べ、自動的にオパシティーカーブを設定する。或いは
、仮想内視鏡画像生成手段１２で初期視点位置の仮想内視鏡画像を生成し、ユーザが仮想
内視鏡画像を見ながら内壁部分が観察可能になるようにオパシティーカーブを手動設定し
、その手動設定したオパシティーカーブを初期視点でのオパシティーカーブとしてもよい
。
【００４７】
　視点位置設定手段１４は、視点位置を変更する（ステップＡ３）。視点位置設定手段１
４は、仮想内視鏡画像生成手段１２に対して変更後の視点位置を設定する。また、視点位
置設定手段１４は、変更後の視点位置を移動量決定手段１５に通知する。移動量決定手段
１５は、視点位置の変更に伴うオパシティーカーブの移動量を決定する（ステップＡ４）
。移動量決定手段１５は、視点位置の変更が１回目であれば、変更前の視点位置が初期視
点位置にあるとして、初期視点位置に対して設定されたオパシティーカーブからの移動量
を決定する。移動量決定手段１５は、視点変更が２回目以降であれば、前回の視点位置で
仮想内視鏡画像の生成に用いられたオパシティーカーブからの移動量を決定する。
【００４８】
　移動量決定手段１５は、変更前後の視点位置の周辺領域でのデータ分布を表すヒストグ
ラムを用いて移動量を決定することができる。例えば移動量決定手段１５は、画素値を変
数ｖとして、変更前の視点位置の周辺領域でのヒストグラムＨｎ－１（ｖ）と変更後の視
点位置の周辺領域でのヒストグラムＨｎ（ｖ）とを求める。移動量決定手段１５は、視点
位置変更前後のヒストグラムのマッチングを行って移動量を決定してもよい。例えば移動
量決定手段１５は、視点位置変更前のヒストグラムを画素値方向にｘだけ移動したＨｎ－

１（ｖ－ｘ）と視点位置変更後のヒストグラムＨｎ（ｖ）との類似度を、ｘの値を変化さ
せつつ計算する。類似度の計算は、ヒストグラムを正規化した上で行うとよい。移動量決
定手段１５は、ヒストグラムの類似度が最も高くなるｘを求める。移動量決定手段１５は
、このように求めたｘを、オパシティーカーブの移動量ｍとして決定することができる。
【００４９】
　移動量決定手段１５は、上記に代えて、視点位置変更の前後で、画素値のヒストグラム
のピークがどれくらい動いたかを求め、その値をオパシティーカーブの移動量としてもよ
い。例えば、ヒストグラムでのピーク位置を求める関数をＰ（Ｈ（ｖ））とする。移動量
決定手段１５は、Ｐ（Ｈｎ－１（ｖ））を変更前の視点位置の周辺領域でのヒストグラム
におけるピーク値とし、Ｐ（Ｈｎ（ｖ））を変更後の視点位置の周辺領域でのヒストグラ
ムにおけるピーク値として、ｘ＝Ｐ（Ｈｎ（ｖ））－（Ｈｎ－１（ｖ））で求まるｘを、
オパシティーカーブの移動量ｍとして決定してもよい。
【００５０】
　オパシティーカーブ設定手段１３は、移動量決定手段１５から移動量の通知を受ける。
オパシティーカーブ設定手段１３は、通知された移動量だけオパシティーカーブを移動さ
せる（ステップＡ５）。より詳細には、オパシティーカーブ設定手段１３は、変更前の視
点位置でのオパシティーカーブで定義される画素値と不透明度との関係を、通知された移
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動量だけ画素値方向に移動させ、これを変更後の視点位置でのオパシティーカーブ（不透
明度設定）とする。オパシティーカーブ設定手段１３は、移動量だけ移動させたオパシテ
ィーカーブを、仮想内視鏡画像生成手段１２に対して設定する。
【００５１】
　オパシティーカーブ設定手段１３は、視点位置の変更が１回目のときは（ｎ＝１）、初
期視点位置に対して設定されたオパシティーカーブをＯ０（ｖ）として、Ｏ１（ｖ）＝Ｏ

０（ｖ－ｍ）で表わされるオパシティーカーブを仮想内視鏡画像生成手段１２に設定する
。オパシティーカーブ設定手段１３は、視点位置の変更が２回目以降の場合は（ｎ＞２）
、ｎ番目の視点位置に対して、ｎ－１番目の視点位置で仮想内視鏡画像の生成に用いられ
たオパシティーカーブ（Ｏｎ－１（ｖ））を画素値方向に移動量ｍだけ平行移動し、Ｏｎ

（ｖ）＝Ｏｎ－１（ｖ－ｍ）で表されるオパシティーカーブを仮想内視鏡画像生成手段１
２に対して設定する。
【００５２】
　仮想内視鏡画像生成手段１２は、ボリュームレンダリング法により、オパシティーカー
ブ設定手段１３が設定するオパシティーカーブを用いて、変更後の視点位置での仮想内視
鏡画像を生成する（ステップＡ６）。投影画像生成装置１０は、仮想内視鏡画像の生成を
終了するか否かを判断する（ステップＡ７）。ユーザが生成終了を指示したときは処理を
終了する。次の視点位置で仮想内視鏡画像を生成する場合はステップＡ３に戻る。投影画
像生成装置１０は、ステップＡ３からステップＡ７までの任意の回数だけ繰り返し実行し
、視点位置を変更し、その視点位置に応じてオパシティーカーブを移動させつつ仮想内視
鏡画像を生成する。
【００５３】
　以下、具体例を用いて説明する。図３は、三次元データに含まれるある臓器を疑似的な
三次元画像で可視化して示している。三次元データは、例えばマルチスライスＸ線ＣＴを
用いて撮影された三次元の画像データであり、三次元データの各画素（ボクセル）には、
画素値としてＣＴ値が格納されている。図３に示す視点位置Ａと視点位置Ｂを視点位置と
して、血管内部の仮想内視鏡画像を生成することを考える。視点位置Ａは、初期視点位置
であるとする。
【００５４】
　図４は、視点位置Ａの周辺領域の画素値のヒストグラムを示している。図４を参照する
と、血管の内壁を構成する部分の画素値（ＣＴ値）とそれ以外の部分のＣＴ値とは、ＣＴ
値２８０近辺を境に分離できることがわかる。図５は、視点位置Ａで設定したオパシティ
ーカーブを示している。オパシティーカーブの変化点はＣＴ値２８０付近にある。すなわ
ち、視点位置Ａでのオパシティーカーブは、ＣＴ値２８０近辺を境に、不透明度が「１」
から「０」へ変化する。視点位置Ａでのオパシティーカーブの設定手法は任意であり、画
素値のヒストグラムに基づいてオパシティーカーブ設定手段１３が自動で設定してもよい
。或いは、ユーザが、オパシティーカーブを変更しつつ仮想内視鏡画像を観察し、血管の
内壁部分が最もよく観察できるオパシティーカーブを手動設定し、そのオパシティーカー
ブを視点位置Ａでのオパシティーカーブとして設定してもよい。
【００５５】
　図６は、図５に示すオパシティーカーブを用いてボリュームレンダリングを行うことで
生成された仮想内視鏡画像を示している。図５に示すオパシティーカーブを用いることで
、図６に示すように、視点位置Ａにおいて血管の内壁部分を疑似的な三次元画像で可視化
することができる。
【００５６】
　視点位置設定手段１４が仮想内視鏡画像の視点位置を、図３に示す視点位置Ａから視点
位置Ｂに変更したとする。図７は、視点位置Ｂの周辺領域の画素値のヒストグラムを示し
ている。図４に示すヒストグラムと図７に示すヒストグラムとを比較すると、データ分布
が、ＣＴ値が全体的に低い方向に移動していることがわかる。移動量決定手段１５は、視
点位置変更前後のヒストグラムのマッチングを行い、オパシティーカーブの移動量を決定
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する。決定された移動量は－１８０であったとする。
【００５７】
　図８は、視点位置Ｂでのオパシティーカーブを示している。オパシティーカーブ設定手
段１３は、図５に示すオパシティーカーブを移動量１８０だけ全体的に画素値が低い方向
（紙面向って左側方向）に平行移動したオパシティーカーブを、視点Ｂでのオパシティー
カーブとする。オパシティーカーブが紙面向って左側方向に移動することで、図５ではオ
パシティーカーブの変化点は約２８０であったものが、図８では変化点が約１００へと変
化する。図９は、図８に示すオパシティーカーブを用いてボリュームレンダリングを行う
ことで生成された仮想内視鏡画像を示している。図８に示すオパシティーカーブを用いる
ことで、図９に示すように、血管の内壁部分を疑似的な三次元画像で可視化することがで
きる。
【００５８】
　ここで、比較例として視点位置の変更した場合でも、オパシティーカーブを平行移動さ
せない場合を考える。まず、大腸の仮想内視鏡画像について考える。図１０Ａは大腸にお
ける視点位置、図１０Ｂは視点位置の周辺領域の画素値のヒストグラム、図１０Ｃは仮想
内視鏡画像を示している。また、図１１Ａは大腸における別の視点位置、図１１Ｂは視点
位置の周辺領域の画素値のヒストグラム、図１１Ｃは仮想内視鏡画像を示している。図１
２は、仮想内視鏡画像の生成に用いたオパシティーカーブを示している。
【００５９】
　図１０Ｂ及び図１１Ｂに示すように、大腸のような管腔としての構造が大きいものは、
空気領域としての内腔部分の画素値（ＣＴ値）はほぼ一定の値となる。また、大腸内で視
点位置が変わっても内壁部分のＣＴ値は大きく変化せず、内腔部分のＣＴ値と内壁部分の
ＣＴ値とは容易に分離可能である。従って、図１０Ａに示す視点位置と、図１１Ａに示す
視点位置とで、図１２に示す同じオパシティーカーブを用いて仮想内視鏡画像を生成した
としても、図１０Ｃ及び図１１Ｃに示すように、双方の視点位置において大腸の内壁が可
視化可能である。つまり、表示すべき管腔が大腸のような器官であれば、視点位置が変更
されても、オパシティーカーブを移動させる必要がない。
【００６０】
　次いで、図３に示す血管部分の仮想内視鏡画像の生成で、オパシティーカーブを移動さ
せない場合を考える。図１３は、視点位置Ａでのオパシティーカーブ（図５）を用いて、
視点位置Ｂで仮想内視鏡画像を生成した場合の画像を示している。血管の末端部分である
視点位置Ｂにて、図５に示す視点位置Ａでのオパシティーカーブをそのまま用いてボリュ
ームレンダリングを行い仮想内視鏡画像を生成したとする。図５に示すオパシティーカー
ブと、図７に示す視点位置Ｂの周辺領域の画素のヒストグラムとを照らし合わせると、視
点位置Ｂの周辺領域の画素は全て不透明度「１」の画素となる。このため、視点位置Ｂに
て、視点位置Ａで良好な仮想内視鏡画像が得られるオパシティーカーブを用いて仮想内視
鏡画像を生成すると視点位置が不透明になり、図１３に示すように、何も観察することが
できない。
【００６１】
　本実施形態では、移動量決定手段１５は設定された視点位置に対して基準となる視点位
置のオパシティーカーブからの移動量を決定し、オパシティーカーブ設定手段１３は基準
となる視点位置でのオパシティーカーブを移動量だけ移動させたオパシティーカーブを仮
想内視鏡画像生成手段１２に対して設定する。視点位置設定手段１４が設定する視点位置
を変更すると、オパシティーカーブ設定手段１３は、視点位置の変更に伴って、オパシテ
ィーカーブを移動させていく。このようにすることで、視点位置の変更に合わせて、設定
するオパシティーカーブを変化させることができ、仮想内視鏡画像の生成で視点位置が変
わったときでも管腔の内部を可視化することが可能となる。
【００６２】
　本実施形態では、移動量決定手段１５は基準となる視点位置の周辺領域でのデータ分布
と、視点位置設定手段１４が設定した視点位置の周辺領域でのデータ分布とに基づいて移
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動量を決定する。このような構成を採用した場合、仮想内視鏡画像で表示すべき視点位置
の周辺のデータに合わせて自動的に移動量が決まり、自動的に変更後の視点でのオパシテ
ィーカーブを設定することができる。従って、本実施形態では、表示パラメータである不
透明度を、観察に適した条件となるよう自動設定することが可能である。
【００６３】
　血管など、管腔内での位置に応じて三次元データの画素値が大きく変化する部分では、
同一のオパシティーカーブを用いて管腔内の全ての部分の内部を観察することができない
。本実施形態では、視点位置に応じてオパシティーカーブを設定するので、各視点位置に
おいて管腔の内壁を可視化して表示可能である。また、例えば造影剤を用いた場合は、血
管自体の太さは同じくらいでも、造影剤の効果により血管中の位置に応じてＣＴ値が大き
く異なる場合もある。そのような場合でも、オパシティーカーブ設定手段１３が、視点位
置の変更に応じてオパシティーカーブを移動させることで、仮想内視鏡画像で内壁部分を
観察することが可能である。
【００６４】
　続いて、本発明の第２実施形態を説明する。図１４は、本発明の第２実施形態の投影画
像生成装置を示している。本実施形態の投影画像生成装置１０ａは、図１に示す第１実施
形態の投影画像生成装置１０の構成に加えて、パス設定手段１７、制御点設定手段１８、
及び制御点情報記憶部１９を有する。パス設定手段１７は、管腔の経路を求めて管腔内に
パスを設定する。パス設定手段１７は例えば管腔の中心線を求め、その中心線をパスとし
て設定する。視点位置設定手段１４は、パス設定手段１７が設定したパス上に視点位置を
設定する。視点位置が管腔中のどの位置にあるかは、パスの始点からの距離で表わすこと
ができる。
【００６５】
　制御点設定手段１８は、管腔内に制御点を少なくとも１つ設定する。ここで、制御点と
は、初期視点位置以外でオパシティーカーブの設定がされている点を指す。なお、初期視
点位置は、制御点のうちの一つと見ることもできる。制御点設定手段１８は、各制御点に
対し、その制御点を視点位置とする仮想内視鏡画像を生成する際に用いられる不透明度設
定を行う。この設定は、例えば初期視点位置に対して設定されたオパシティーカーブを画
素値方向に平行移動することで行うことができる。その場合、任意のｉ番目の制御点での
不透明度設定は、初期視点位置でのオパシティーカーブをＯ０（ｖ）としたとき、Ｏｉ（
ｖ）＝Ｏ０（ｖ－ｍｉ）における移動量ｍｉを決めることと等価である。制御点設定手段
１８は、制御点の管腔内での位置と初期地点位置でのオパシティーカーブからの移動量と
を制御点情報として制御点情報記憶部１９に記憶する。制御点が管腔内のどの位置にある
かは、視点位置と同様に、パスの始点からの距離で表わすことができる。
【００６６】
　本実施形態では、移動量決定手段１５は、視点位置設定手段１４が設定した視点位置で
のオパシティーカーブの移動量を、制御点での不透明度設定を用いて決定する。より詳細
には、視点位置設定手段１４が設定した視点位置でのオパシティーカーブの管腔内での位
置と、制御点情報に含まれる制御点の管腔内での位置及びオパシティーカーブの移動量と
に基づいて、視点位置設定手段１４が設定した視点位置でのオパシティーカーブの移動量
の推定値を求め、その推定値を移動量として決定する。移動量決定手段１５は、例えば制
御点での移動量を補間することで、移動量の推定値を求める。
【００６７】
　制御点設定手段１８は、例えばパスの始点側から順に、制御点Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、・・
・を設定する。初期視点位置がパスの始点の位置であるとし、これを制御点Ｃ０とみなす
こととする。制御点の設定は、例えば以下のように行うことができる。まず、初期視点位
置でオパシティーカーブの設定を行っておく。初期視点位置でのオパシティーカーブの調
整手法は、第１実施形態における調整手法と同様である。次いで視点位置設定手段１４は
パスに沿って視点位置を進め、仮想内視鏡画像生成手段１２はパスに沿った視点位置の仮
想内視鏡画像を生成する。このときオパシティーカーブ設定手段１３は初期視点位置での



(15) JP 5551955 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

オパシティーカーブを仮想内視鏡画像生成手段１２に対して設定する。
【００６８】
　ユーザは、初期視点位置でのオパシティーカーブを用いて生成される仮想内視鏡画像で
管腔の内壁の観察ができなくなると、オパシティーカーブの再設定を投影画像生成装置に
指示する。制御点設定手段１８は、オパシティーカーブの再設定が指示された地点を制御
点として制御点情報記憶部１９に記憶する。また、制御点設定手段１８は、オパシティー
カーブの再設定が指示された地点で管腔の内壁が表示可能となるように、初期視点位置で
のオパシティーカーブを画素値方向に平行移動する。その際の移動量は、移動量決定手段
１５が第１実施形態において移動量を決定する際と同様な処理で決定してもよく、或いは
ユーザが手動で決定してもよい。制御点設定手段１８は、平行移動の移動量を、その制御
点の管腔内での位置と対応付けて制御点情報記憶部１９に記憶する。
【００６９】
　或いは上記に代えて、制御点設定手段１８は、パスを始点から終点まで等間隔で内分し
、各内分点を制御点として設定してもよい。この場合も、制御点設定手段１８は、各制御
点で管腔の内壁が表示可能となるように初期視点位置でのオパシティーカーブを画素値方
向に平行移動し、その移動量と制御点の管腔内の位置とを制御点情報記憶部１９に記憶す
る。制御点設定手段１８は、パスの内分点に加えて、任意の地点を制御点として追加する
ことができる。制御点設定手段１８は、例えば制御点となる内分点以外の地点で、ユーザ
がオパシティーカーブの再設定を行ったときは、その地点も制御点として加えることがで
きる。
【００７０】
　制御点の設定後、視点位置設定手段１４はパスに沿って視点位置を順次に変更する。移
動量決定手段１５は、視点位置設定手段１４が設定した視点位置を挟む制御点を探す。移
動量決定手段１５は、パス上で視点位置が２つの制御点の間に位置するときは、少なくと
も視点位置を挟む２つの制御点のそれぞれにおける移動量に基づいて、視点位置における
移動量の推定値を補間により求める。補間が線形補間であれば、移動量決定手段１５は視
点位置を挟む２つの制御点での移動量から視点位置の移動量を推定可能である。補間によ
り高次の補間を用いる場合、例えばスプライン補間を用いる場合であれば、視点位置の前
後４点の制御点での移動量から視点位置の移動量の推定値を求めることができる。
【００７１】
　図１５は、パスに沿って視点を動かしながら仮想内視鏡画像を生成する際の動作手順を
示している。パス設定手段１７は、仮想内視鏡画像で表示する管腔の内部にパスを設定す
る（ステップＢ１）。視点位置設定手段１４は、初期視点位置を設定する（ステップＢ２
）。初期視点位置は、例えばステップＢ１で設定されたパスの始点とする。オパシティー
カーブ設定手段１３は、初期視点位置に対するオパシティーカーブを設定する（ステップ
Ｂ３）。初期視点位置でのオパシティーカーブの設定は、第１実施形態と同様である。
【００７２】
　制御点設定手段１８は、ステップＢ１で設定されたパス上に任意の数の制御点を設定す
る（ステップＢ４）。制御点設定手段１８は、制御点ごとに初期視点位置でのオパシティ
ーカーブからの移動量を求め、パス上での制御点の位置とオパシティーカーブの移動量と
を制御点情報記憶部１９に記憶する。なお、初期視点位置は制御点の一つとみなすものと
する。制御点とみなされる初期視点位置でのオパシティーカーブの移動量は０である。ま
た、説明簡略化のため各制御点は、パスの始点側からＣ０、Ｃ１、Ｃ２、・・・の順で並
んでいるものとする。初期視点位置がパスの始点の位置である場合、初期視点位置は制御
点Ｃ０とみなされることになる。
【００７３】
　視点位置設定手段１４は、視点位置をパスの始点に設定する（ステップＢ５）。移動量
決定手段１５は、視点位置設定手段１４が設定した視点位置でのオパシティーカーブの移
動量を決定する（ステップＢ６）。オパシティーカーブ設定手段１３は、初期視点位置で
のオパシティーカーブを、ステップＢ６で決定された移動量だけ移動したオパシティーカ
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ーブを仮想内視鏡画像生成手段１２に対して設定する（ステップＢ７）。仮想内視鏡画像
生成手段１２は、ステップＢ７で設定されたオパシティーカーブを用いて、ボリュームレ
ンダリング法により仮想内視鏡画像を生成する（ステップＢ８）。
【００７４】
　視点位置設定手段１４は、視点位置がパスの終点であるか否かを判断する（ステップＢ
９）。パスの終点まで仮想内視鏡画像を生成した場合は処理を終了する。視点位置設定手
段１４は、視点位置がパスの終点まで到達してないと判断すると、視点位置を現在の視点
位置からパスの終点側に進める（ステップＢ１０）。その後、ステップＢ６に戻る。投影
画像生成装置１０ａは、ステップＢ６からステップＢ１０までを繰り返し実行し、パスに
従って視点位置を進めながら仮想内視鏡画像を生成する。
【００７５】
　図１６は、制御点での移動量と移動量決定手段１５が決定する現在の視点位置での移動
量とを示している。移動量決定手段１５は、現在の視点位置が制御点と重なるときは、制
御点情報記憶部１９にその制御点に対応付けて記憶された移動量をそのまま現在の視点位
置での移動量として決定すればよい。現在の視点位置が２つの制御点に挟まれる位置であ
るとき、制御点情報記憶部１９にはその位置での移動量は記憶されていない。そこで、移
動量決定手段１５は、制御点での移動量から補間により現在の視点位置での移動量を求め
る。
【００７６】
　移動量決定手段１５は、ステップＢ６では、現在の視点位置が２つの制御点の間に挟ま
れている場合は補間により移動量を決定する。例えば図１６に示すように、現在の視点位
置Ｅｎ（ｎ番目の視点位置）がパス上で制御点ＣｉとＣｉ＋１との間に位置していたとす
る。求めるべき現在の視点位置でのオパシティーカーブの移動量（補間値）をｍｎとし、
ｌｅｎ（ｐ，ｑ）をｐ点からｑ点までのパス上での距離を求める関数とする。移動量を線
形補間で求めるとすれば、移動量ｍｎは、
【数１】

で求めることができる。
【００７７】
　移動量の補間は線形補間には限定されず、より高次の補間を用いてもよい。例えはスプ
ライン補間で移動量を補間してもよい。その場合、現在の視点位置Ｅｎを挟む２つの制御
点を含む前後４点の制御点での移動量に基づいて、現在の視点位置での移動量ｍｎを補間
により求めればよい。スプライン補間を用いる場合は、例えばパスの始点からの距離を変
数として前後４点の制御点を通るスプライン関数を求め、そのスプライン関数に現在の視
点位置を代入して移動量ｍｎを計算すればよい。
【００７８】
　移動量決定手段１５は、現在の視点位置が２つの制御点に挟まれていない場合は、現在
の視点位置に最も近い位置の制御点の移動量を現在の視点位置での移動量として決定すれ
ばよい。例えば視点位置が、パスの始点側から見て最後の制御点よりもパスの終点側にあ
るとき、移動量決定手段１５は、その最後の制御点からパスの終点までは、最後の制御点
での移動量を現在の視点位置での移動量とすればよい。また、初期視点位置がパスの始点
とは異なる位置にあり、かつ、パスの始点が制御点ではなく不透明度の設定がなされてい
なかったような場合、移動量決定手段１５は、パスの始点から最初の制御点までは、その
最初の制御点での移動量を現在の視点位置での移動量とすればよい。
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【００７９】
　本実施形態では、制御点設定手段１８が制御点をいくつか設定し、その制御点では仮想
内視鏡画像で管腔が観察可能にしておく。移動量決定手段１５は、仮想内視鏡画像の視点
位置が制御点とは異なる位置のとき、制御点で設定されたオパシティーカーブの移動量に
基づいて現在の視点位置での移動量を決定する。本実施形態では、制御点上で適切な不透
明度設定がされていれば、その不透明度から推定した不透明度を制御点の間にある視点位
置に対して適用することで、各視点位置において、適切な不透明度設定が得られることが
期待できる。本実施形態は、特に、パスに沿って視点位置を移動させつつ仮想内視鏡画像
を生成し、仮想内視鏡画像を動画的に観察するような場合に有効である。
【００８０】
　図１７は、本発明の第３実施形態の投影画像生成装置を示している。本実施形態の投影
画像生成装置１０ｂは、図１に示す第１実施形態の投影画像生成装置１０の構成に加えて
、カラーマップ設定手段２０を備える。その他の点は、第１実施形態と同様である。ボリ
ュームレンダリングで用いられる、三次元データの画素値と表示色との関係を定義するカ
ラーマップを仮想内視鏡画像生成手段１２に対して設定する。なお、図１４に示す第２実
施形態の投影画像生成装置１０ａの構成に加えてカラーマップ設定手段２０を備える構成
も可能である。
【００８１】
　本実施形態では、オパシティーカーブだけでなく、カラーマップも基準となる視点位置
でのカラーマップから移動量決定手段１５が決定した移動量だけ移動させる。カラーマッ
プ設定手段２０は、仮想内視鏡画像生成手段１２が視点位置設定手段で設定された視点位
置の仮想内視鏡画像を生成する際に、基準となる視点位置でのカラーマップを移動量決定
手段で決定された移動量だけ移動させたカラーマップを仮想内視鏡画像生成手段１２に対
して設定する。基準となる視点位置は、オパシティーカーブと同様に、視点位置が変更さ
れたときの変更前の視点位置とすることができる。
【００８２】
　カラーマップ設定手段２０は、カラーマップの移動では、基準となる視点位置でのカラ
ーマップで定義される画素値と表示色との関係を、画素値方向に決定された移動量だけ平
行移動させる。具体的には、画素値を変数ｖとし、基準となる視点位置でのカラーマップ
をＣｌｒＭａｐＤ（ｖ）とし、移動量決定手段１５が決定した移動量をｍとしたとき、カ
ラーマップ設定手段２０は、ＣｌｒＭａｐ（ｖ）＝ＣｌｒＭａｐＤ（ｖ－ｍ）で表わされ
るカラーマップを仮想内視鏡画像生成手段１２に対して設定する。
【００８３】
　本実施形態では、視点位置の変更に応じてオパシティーカーブを移動させたとき、その
移動に併せてカラーマップも移動する。可視・不可視という観点でだけ考えれば、視点位
置の変更に応じてオパシティーカーブを移動させることで、管腔の内部が可視化可能であ
る。本実施形態ではカラーマップも併せて移動させるので、第１実施形態で得られる効果
に加えて、管腔内部を可視化した際の見た目を向上でき、より好ましい表示が得られると
いう効果を得ることができる。
【００８４】
　なお、第１実施形態では、基準となる視点位置を、視点位置を変更する際の変更前の視
点位置としたが、これには限定されない。例えば初期視点位置を基準となる視点位置とし
てもよい。その場合、移動量決定手段１５は、初期視点位置の周辺領域でのデータ分布と
現在の視点位置の周辺領域とのデータ分布とに基づいて移動量を決定すればよい。オパシ
ティーカーブ設定手段１３は、初期視点位置でのオパシティーカーブから移動量だけ移動
させたオパシティーカーブを、現在の視点位置でのオパシティーカーブとして設定すれば
よい。変更前の視点位置を基準となる視点位置とし、その視点位置でのオパシティーカー
ブを基準にオパシティーカーブを移動させていく方式では、視点位置の変更に合わせて伝
播的にオパシティーカーブが求められていくことになるので、誤差が蓄積される可能性が
ある。基準となる視点位置を初期視点位置に固定する場合は、誤差の蓄積がないという利
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【００８５】
　第２実施形態では、視点位置がパス上にあるとして説明したが、視点位置は必ずしもパ
ス上になくてもよい。移動量決定手段１５は、視点位置がパス上に存在しない場合には、
視点位置に最も近いパス上の対応点を求め、その対応点と制御点との間の距離に応じて移
動量を補間してもよい。また、制御点についても、必ずしもパス上に存在している必要は
ない。制御点がパス上にない場合、制御点設定手段１８は、制御点に最も近いパス上の対
応点を求め、パスの始点から対応点までの距離を制御点の管腔内での位置として制御点情
報記憶部１９に記憶してもよい。制御点と現在の視点位置との間の距離は、パス上の対応
点同士の間の距離で求めてもよい。
【００８６】
　第２実施形態では、図１５を参照し、視点位置をパスの経路に沿って終点方向に進める
際の動作について説明したが、視点位置はパスの終点側に一方向に進めるだけでなく、任
意の方向に進めることができる。投影画像生成装置１０ａは、例えばユーザが進行方向を
反転させる旨を指示したときは視点位置を進める方向を反転し、パスの終点側から始点側
に向けて視点位置を移動させつつ仮想内視鏡画像を生成することができる。仮想内視鏡画
像の生成は、パスの始点から始める必要はなく、任意の地点から仮想内視鏡画像の生成を
開始してもよい。また、投影画像生成装置１０ａは、パスに沿って視点を動かしている最
中に、ユーザがパスから離れた任意の位置を視点位置として指定したときは、その視点位
置で仮想内視鏡画像を生成してもよい。
【００８７】
　以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて説明したが、本発明の投影画像生成装置
、方法、及びプログラムは、上記実施形態にのみ限定されるものではなく、上記実施形態
の構成から種々の修正及び変更を施したものも、本発明の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００８８】
１０：投影画像生成装置
１１：入力手段
１２：仮想内視鏡画像生成手段
１３：オパシティーカーブ設定手段
１４：視点位置設定手段
１５：移動量決定手段
１６：出力手段
１７：パス設定手段
１８：制御点設定手段
１９：制御点情報記憶部
２０：カラーマップ設定手段
２１：表示装置
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